
国
家
公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
案
及
び
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す

る
附
帯
決
議 

 

平

成

十

九

年

五

月

八

日 

参

議

院

総

務

委

員

会 

 

政
府
及
び
人
事
院
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
自
己
啓
発
等
休
業
制
度
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
職
員
が
休
業
を
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
承
認
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

二
、
職
員
が
自
己
啓
発
等
休
業
か
ら
復
帰
し
た
際
に
は
、
休
業
に
よ
る
公
務
能
力
の
向
上
を
職
務
に
反
映
で
き
る
よ
う
、

適
切
な
人
事
管
理
を
行
う
こ
と
。 

 

三
、
自
己
啓
発
等
休
業
の
対
象
範
囲
な
ど
休
業
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
休
暇
制
度
等
の
運
用
の
実
態
を
把
握
し
、

検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

四
、
自
己
啓
発
等
休
業
制
度
の
趣
旨
に
則
り
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
自
己
啓
発
等
休
業
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
、
必

要
な
助
言
及
び
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


